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第２章 計画策定の背景 
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第２章 計画策定の背景 

１ 大田区の現状 

（１）位置、場所、面積、地域区分 

  大田区は東京 23区の最南端に位置し、東は東京湾、西・南は多摩川に面しています。

また、江東区、品川区、目黒区、世田谷区、神奈川県川崎市とそれぞれ隣接しています。 

  総面積は 61.86km²で、23区で最も面積が大きい区です。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

海苔づくりの歴史に触れることができる海岸沿いの地域
から、大森貝塚や馬込文士村など、歴史と文化の香りを
感じることができる内陸地域まで、いろいろな顔をもつエ
リア

東側に羽田空港があり、国際都市おおたの玄関口であ
る一方、緑豊かな多摩川に面しており、河口付近ではた
くさんの珍しい生き物が生息し、自然との調和がとれた
エリア

多摩川に面し豊かな自然が残る一方、多くの人で賑わう
蒲田駅があるほか、大小さまざまな事業所、ものづくり
の工場、住宅地が混在するエリア

区西部の多摩川沿いに位置し、水と緑に恵まれ、自然と
の調和がとれた、閑静な住宅街が広がる地域で、湧水
や池、小川なども多く、自然に親しみくつろげるエリア
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10.3% 67.3% 22.4%

0～14歳

15～64歳
65歳以上

大田区の年齢構成

（資料）区住民基本台帳データ（令和6年1月1日時点）

年 齢

（２）大田区の特徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61.86㎢

23区で1位

面 積

（資料）国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」（令和6年7月）

総人口は23区で３位

（資料）総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」

（令和6年1月1日時点）

人 口

918,141

741,540

733,634

693,223

689,961

572,927

572,843

539,108

467,000

408,280

世田谷区

練馬区

大田区

足立区

江戸川区

板橋区

杉並区

江東区

葛飾区

品川区

世界と繋がる日本の玄関口、

羽田空港

空 港

区民のおよそ25人に１人が外国人

※令和6年の外国人区民比率：3.9%

（資料）区住民基本台帳データ（令和6年1月1日時点）

外国人

 

区の   １  と ると  

  大    は民  、       
（資料）「               ー 」   に  （令和 年   ） 

区の   １  と ると 

  大    は民  、5,600 
（資料）「OTA            ー 」   に  （令和4年   ）

財 政

総務費 929円

民生費 5,600円
衛生費 1021円

土木費 796円

教育費 1,207円

公債費 63円

その他 384円
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新産業・イノベーションの拠点

「羽田イノベーションシティ」

新産業創造・発信拠点

商店街数は

都内 多！

商 業

新産業・イノベーションの拠点

「羽田イノベーションシティ」

新産業創造・発信拠点

大田区の銭湯は都内 多！

「黒湯」が有名

銭 湯

2023年度、「SDGs未来都市」・

「自治体SDGsモデル都市」にW選定！

S D G s

大田区の特徴である

羽田空港、桜、銭湯 PR
飛行機

風呂桶
桜

©大田区

大田区公式PRキャラクター

イノベーション拠点 

「羽田イノベーションシティ」 

製造業事業所数は 

都内 多！ 

 のづくり 

事業 
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2023年度、「SDGs未来都市」・

「自治体SDGsモデル都市」にW選定！

S D G s

資料：総務省・経済産業省「令和３年経済センサス-活動調査」を基に作成 

産業構造 

企業単位の売上高、付加価値額では製造業が 多、 

事業所単位の事業所数、従業者数では卸売業・小売業が 多 
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（３）これまでの総合計画とまちづくりの進展  

ア 「大田区基本構想」（昭和 57年度～）、 

「大田区長期基本計画」（昭和 58年度～平成 12年度）  

昭和 57年に、21世紀をめざしたまちづくりのため、「安全で快適な、活力と思いやり

のある、文化・福祉都市」を将来像として掲げた、大田区では初となる基本構想を策定

しました。 

大田区は、東京南部の工業地帯と住宅地の中核として発展していましたが、着実に進

む高齢化や、産業構造の変化への対応、公害などによる居住環境の悪化などが解決すべ

き課題となっていました。 

この時期以降、バブル経済の崩壊などの社会状況の変化がありましたが、区は、高齢

化に対応した福祉サービスの充実や産業振興拠点の整備、生活環境及び都市基盤の整備

などを進めました。 

 

イ 「大田区長期基本計画 おおたプラン 2015」（平成 13年度～平成 20年度）  

前計画の目標年次となる平成 13年度を迎える頃の社会は、ＩＣＴ技術の進展がグロー

バル化を後押しした時代でした。この頃は高齢化だけでなく、少子化についても社会課

題としての認識が強まっていました。また、平成 12 年に都区制度改革が実施された結果、

特別区は基礎的な地方公共団体として位置付けられ、区民に身近な事務が東京都から区

に移管されました。 

計画策定以降の社会を取り巻く状況は、ライフスタイルの多様化、国際競争の激化な

ど大きく変化しました。区では、子ども家庭支援センターの開設などの子育て支援体制

の充実や産業集積の維持・発展に向けた支援、京急蒲田駅を中心とした連続立体交差事

業などを推進しました。 
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ウ 「大田区基本構想」（平成 20年度～）、 

「大田区 10か年基本計画 おおた未来プラン 10年」（平成 21年度～平成 30年度） 

平成 20年に基本構想を策定し、「地域力が区民の暮らしを支え、未来へ躍動する国際

都市 おおた」を将来像に掲げ、「地域力」「国際都市」を区政のキーワードにしました。 

この 10年間は、世界同時不況による長期的な経済停滞や少子高齢化の更なる進行、羽

田空港の国際化、東日本大震災による防災意識の高まり、保育園待機児童の増加など、

大きな社会状況の変化がありました。 

区は、地域力の土台となる地域の担い手づくりや地域活動拠点の整備、地域力応援基

金の創設による活動助成などによって、地域との連携・協力を強化することで、防災・

防犯、福祉、子育て、教育など、様々な分野の地域課題解決に取り組み、「地域力」を活

かしたまちづくりを推進しました。「国際都市」の実現に向けては、外国人区民も暮らし

やすい生活環境整備や国際理解・国際交流などを推進しました。  

 

エ 「おおた重点プログラム」（令和元年度～令和２年度）、 

「新おおた重点プログラム」（令和２年度～令和６年度）  

令和元年の台風 19号の影響により、区内で大規模な被害が発生し、防災・減災を重視

したまちづくりが、より強く求められるようになりました。 

翌、令和２年からの新型コロナウイルス感染症の拡大は、社会情勢や区を取り巻く状

況を一変させ、区民生活や区内経済に大きな影響を及ぼしました。区は、全事務事業の

見直し・再構築を行うことで経営資源を再配分し、区民生活及び区内経済を支える緊急

対応等を迅速に実施しました。また、ポストコロナを見据えた、デジタル技術の活用に

よる地域活動支援やＩＣＴ教育の推進、公民連携や働き方改革等による新たな自治体経

営へのシフトなどを進めました。  

令和 4年６月、新空港線の整備に関する都区負担割合を含む事項について、東京都と

の合意に至りました。同年 10月には、第一期整備の整備主体となる第三セクター「羽田

エアポートライン株式会社」を設立するなど、新空港線を昭和 57年の基本構想に位置付

けて以来、実現に向けた大きな一歩を踏み出しました。令和 5年 11月には、新産業創

造・発信拠点である「羽田イノベーションシティ」がグランドオープンし、「先端」と

「文化」の 2 つの産業を柱に、地域経済の活性化、国際競争力の強化を推進しています。 
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（４）現状の人口、人口推計 

ア 大田区の総人口 

大田区の近年の総人口は、転入者数が転出者数を上回る転入超過により増加し続け、

平成 26年には 70万人を超えました。その後も増加傾向は続いていましたが、新型コロ

ナウイルス感染症の流行により、令和２年は転入超過数が大幅に減少し、令和 3年には

2,000人以上の転出超過となり、総人口は減少しました。その後、令和 5年に約 6,000人

の転入超過となったため、令和 6年は前年比で総人口が増加しました。 

令和 7年以降の人口推計では、当面の間、増加傾向で推移しますが、令和 24年ごろ

（2042年ごろ）をピークに減少傾向に転じる見込みです。 

 

図表 大田区の総人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：各年 1月 1日時点の人口で、令和６年以前は実績値、令和７年以降は推計値 

注 2：令和７年以降の人口は、コーホート要因法により推計 

資料：（令和６年以前）大田区住民基本台帳を基に作成 

（令和７年以降）大田区人口推計（令和６年４月）を基に作成 

  

693,297

707,455

733,667

735,549
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650,000
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690,000
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710,000
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730,000

740,000

750,000

H22
(2010)

H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47 R52
(2070)

（人）
実績値 推計値

693,297

707,455

733,667

735,549

710,572

650,000

660,000

670,000

680,000

690,000

700,000

710,000

720,000

730,000

740,000

750,000

H22
(2010)

H27 R2 R7 R12 R17 R22 R27 R32 R37 R42 R47 R52
(2070)

（人）
実績値 推計値

H26(2014) 

総人口 70万人超過 

R24(2042) 

総人口のピークと推計される 

R2-新型コロナウイルス 

感染症の流行 
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図表 大田区の転入者数・転出者数・転入超過数 

 

 

注１：平成 29年以前は日本人移動者数のみ、平成 30年以降は外国人移動者数を含む 

注 2：転入超過数がマイナス（－）の場合は、転出超過を示す 

資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」を基に作成 

  

237 

1,739 

2,780 

4,774 
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4,263 

5,332 
6,024 

5,336 
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-2,316 

1,093 

5,999 
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0
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50,000

H22

(2010)
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(2023)

転入 転出 転入超過数（右軸）

（人） （人）
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イ 年齢 3 区分別人口の構成比 

近年、大田区における年齢 3区分別人口の構成比は、年少人口（0～14歳人口）及び

生産年齢人口（15～64歳人口）の比率が減少傾向にあり、高齢者人口（65歳以上人口）

の比率が増加傾向にありました。その後、年少人口の比率は減少傾向が続いている一方

で、生産年齢人口の比率は微増し、高齢者人口の比率は横ばいとなっています。 

今後の推計としては令和 22年（2040年）までの間に、年少人口の比率の減少が進む

見込みです。中長期的には、生産年齢人口の比率の減少、高齢者人口の比率の増加が見

込まれます。令和 27年ごろ（2045年ごろ）には、大田区の総人口のうち約 4人に 1人

が高齢者になると推計されています。 

 

図表 大田区の年齢 3 区分別人口の構成比 

 

注：各年 1 月１日時点の人口 

資料：（令和６年以前）大田区住民基本台帳を基に作成 

（令和 7年以降）大田区人口推計（令和６年４月）を基に作成 
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H27 R2 R7 R12 R22 R27 R32 R37 R42 R47 R52
(2070)年少人口 生産年齢人口 高齢者人口

実績値 推計値
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ウ 合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率とは、１人の女性が一生の間に出産するこどもの平均人数のことです。 

大田区の近年の合計特殊出生率は、平成 27年まで増加傾向にあり、その後はおおむね

減少傾向で推移しています。 

全国の合計特殊出生率と比較すると、大田区の合計特殊出生率はいずれの年において

も全国を下回っています。特別区部及び東京都の合計特殊出生率と比較すると、平成 26

年までは特別区部及び東京都の合計特殊出生率を上回る年が多かったものの、平成 27年

以降は、特別区部及び東京都の合計特殊出生率を下回る年が多くなっています。令和５

年度には１を下回り、0.96になりました。 

 

図表 大田区・特別区部・東京都・全国の合計特殊出生率の推移 

 

資料：東京都保健医療局「人口動態統計」、厚生労働省「人口動態統計」を基に作成 
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エ 年齢別転入・転出者数 

大田区の令和５年の 5歳階級別の転入者数は、20～24歳が最も多く、年齢が高くなる

につれて減少傾向にあります。５歳階級別の転出者数は 25～29歳が最も多く、同様に年

齢が高くなるにつれて減少傾向にあります。 

５歳階級別の人口動態が転入超過となっている年代は、15～19歳、20～24歳、25～

29歳のみですが、大田区全体では約 6,000人の転入超過となっています。一方で、０～

４歳及び 35～39歳は転出超過の人数が他の年代と比べて多く、子育て世帯の流出が示唆

されています。 

 

図表 大田区の５歳階級別転入・転出者数（令和５年） 

 

注：転入超過数がマイナス（－）の場合は、転出超過を示す 

資料：総務省「住民基本台帳人口移動報告」を基に作成 
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オ 外国人人口 

大田区の外国人人口は、近年、おおむね増加傾向で推移しており、令和 6 年の外国

人人口は、平成 22 年比で約 1.5 倍となっています。総人口に占める外国人人口の割合

も増加傾向にあります。コロナ禍の令和３年、令和４年は外国人人口が減少しました

が、それ以降は再び増加傾向に転じています。 

 

図表 大田区の外国人人口の推移 

 

資料：大田区住民基本台帳を基に作成 
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カ 人口ピラミッド 

下図は大田区の人口ピラミッドで、男女別・年齢別の人口構成を示しています。平

成 22 年の大田区では、男女いずれも 35～39 歳人口が最も多く、次いで 30～34 歳人

口が多くなっていました。一方で、令和６年の大田区では、男女いずれも 25～29 歳人

口が最も多く、次いで 50～54 歳人口が多くなっています。 

 

図表 大田区の人口ピラミッド（平成 22 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 大田区の人口ピラミッド（令和 6 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：平成 22年は１月１日時点の人口で、外国人住民を含まない。令和６年は 4 月 1日時点の人口で外国人

住民を含む。 

資料：大田区住民基本台帳を基に作成 
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下図は令和 14 年（2032 年）及び令和 22 年（2040 年）の人口を推計し、その結果を

人口ピラミッドで示したものです。令和 14年（2032 年）の大田区では、男女いずれも

25～29 歳人口、30～34 歳人口、55～59 歳人口が特に多いと推計されています。 

 令和 22 年（2040 年）の大田区では、男女いずれも 25～29 歳人口が最も多く、次い

で 30～34 歳人口、35～39 歳人口が多いと推計されています。 

 

図表 大田区の人口ピラミッド（令和 14 年（2032 年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 大田区の人口ピラミッド（令和 22 年（2040 年）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大田区人口推計（令和 6年 4月）を基に作成  
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キ 昼夜間人口比率 

昼夜間人口比率とは、昼間人口（従業地・通学地による人口）を夜間人口（常住地に

よる人口）で除した値です。昼夜間人口比率が 100％を下回っている場合、大田区へ他

市区町村から通勤・通学する人口よりも、大田区から他市区町村へ通勤・通学する人口

の方が多い状態（流出超過）であることを意味します。 

大田区の近年の昼夜間人口比率は低下傾向で推移しています。また、いずれの調査年

においても 100％を下回っており、流出超過の状態が続いています。 

 

図表 大田区の昼間人口・夜間人口・昼夜間人口比率の推移 

 

資料：総務省「国勢調査」を基に作成 
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（５）都市構造 

ア 大田区の地形特性 

（ア）区の北西部（台地部） 

国分寺崖線及び南北崖線を境とした、武蔵野台地の東端にあたり、谷と丘が入り組

んだ起伏のある地形です。関東大震災後住宅化が進み、田園調布、雪谷、久が原、馬

込など、みどりの多い住宅地となっています。 

 

（イ）区の中央部（低地部） 

多摩川、呑川、内川が運んできた土砂が堆積した、比較的平坦な地形です。東海道

の街道筋だった地域では、交通の要所となり、古くから人の往来が多く、大正期以降、

中小工場が進出し、住宅や工場が近接する地域や商業地を形成しています。 

 

（ウ）区の東部（空港・臨海部） 

昭和の中頃から開始された埋立地からなる、平坦な地形です。空港をはじめトラッ

クターミナルやコンテナふ頭、市場など物流施設のほか、工場団地、野鳥公園など都

市機能施設が整備されています。 
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イ 中心拠点・生活拠点 

主要な都市機能や多様な生活関連施設が集まり、地域特性を活かした都市づくりの強

化・活性化を図る地域のおおむねの範囲を、大田区の主要な拠点となる「中心拠点」「生

活拠点」として設定しています。 

分類 考え方 拠点 

中心拠点 

商業・業務・公共など主要な都市機能、鉄道・バスな

ど主要交通の重要な結節機能などが集中して立地する地

区。区内全域及び周辺区市との連携・交流の拠点とな

る。 

都市機能や生活関連施設などの更なる集積を図り、広域

連携・交流の役割を担う拠点として、都市づくりを強化

していく。 

大森駅周辺、蒲田・京急蒲田駅周辺、 

HANEDA GLOBAL WINGS（羽田グロ

ーバルウイングズ） 

生活拠点 

暮らす・働くなどの生活を支える多様な機能を有す

る、若しくは今後機能向上を図る地区。身近な地域同士

など区内交流の拠点となる。 

 

 

地区ごとの生活関連施設の集積を進めるなど、地域

特性を活かしながら、生活の中心となる拠点として維

持・強化・活性化を行っていく。 

多摩川駅周辺、池上駅周辺、下丸子駅

周辺、平和島駅周辺、雑色駅周辺、田

園調布駅周辺、大岡山駅周辺、西馬込

駅周辺、雪が谷大塚駅周辺、洗足池駅

周辺、糀谷駅周辺、大鳥居駅周辺、穴

守稲荷駅周辺 

臨海部の玄関口としての立地特性を活かしながら、

働く人の生活を支える拠点として、交通結節機能など

を強化していく。 

流通センター駅周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：大田区都市計画マスタープランを基に作成 
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（６）財政見通し 

ア 基本的な考え方 

区が抱える財政需要は、少子高齢化に伴う扶助費・特別会計繰出金といった社会保障

関係経費、学校・公共施設など区有施設の維持更新や都市インフラの強靱化に向けた投

資的経費などが増加傾向にあります。 

これまで地方財政においては、社会保障関係経費の増加を人件費、投資的経費、公債

費の削減で吸収してきました。しかし、我が国全体において、人件費の上昇、物価高、

金利上昇等の歳出の増加要因が拡大し、これまでの歳出構造から大きく変化する転換期

が到来しており、区も同様の傾向にあります。 

また、投資的経費は老朽化した公共施設の維持・更新経費等により、高水準で推移す

ると推計しており、今後の財政負担は社会保障関係経費の増に加え、特別区債の活用に

伴う償還経費の増
ぞう

嵩
すう

などを含め一層の増大が見込まれます。 

このような区財政を取り巻く環境においても、区は少子高齢化や世帯構成の変化など

伴う生活課題への対応、激甚化する自然災害への備えなど「今」なすべき行政課題に着

実に対応することが求められています。 

基本構想で掲げた将来像「心やすらぎ 未来へはばたく 笑顔のまち 大田区」の実

現に向け、成熟した大都市として持続的な成長・発展を遂げられるよう、区民の暮らし

の質やまちの価値を高める「未来志向の戦略的な投資」を力強く進める必要があり、そ

のためには財政の持続可能性を確保することが不可欠です。 

基本計画期間である８年間においては、財政計画期間を実施計画期間と同一、財政見

通し期間を令和 10年度から令和 14年度（2032 年度）までとし、計画で定めた事業に着

実に取り組めるよう、財源を裏付ける枠組みとしました。これまで培ってきた健全財政

を堅持し、将来世代に負担を先送りしない、今を担う現世代の責任を果たす持続可能な

自治体経営を実践します。 

 

イ 区財政を取り巻く状況 

（ア）日本経済の現状と国の動向 

令和６年10月に発表された月例経済報告では、「景気は、一部に足踏みが残るも

のの、緩やかに回復している。先行きについては、雇用・所得環境が改善する下で、

各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される。ただし、欧米に

おける高い金利水準の継続や中国における不動産市場の停滞の継続に伴う影響など、

海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっている。また、物価上

昇、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があ

る。」としており、今後の動向には引き続き注視が必要な状況です。 
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令和６年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2024」では、財

政健全化の「旗」を下ろさず、これまでの目標に取り組むとともに、これまでの歳

出改革努力を継続することや、重要政策課題に必要な予算措置を講ずること等によ

りメリハリの効いた予算編成とすること、また、ＥＢＰＭやＰＤＣＡの取組を推進

し、効果的・効率的な支出を徹底するなど、中長期の視点に立った経済・財政・社

会保障の持続可能性の確保に向けた取組を進めるとしています。 

また、内閣府が令和６年７月に公表した「中長期の経済財政に関する試算」では、

令和７年度のＰＢは黒字化する姿を示し、今後は、金利上昇が債務に与える影響や

国債発行が市場金利に与える影響等について、これまで以上に注意を払っていく必

要があるとし、社会経済情勢に応じて、不断の見直しを行うべきとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【年度】 
資料：内閣府「中長期の経済財政に関する試算（令和６年７月 29 日経済財政諮問

会議提出）」を基に作成 
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（イ）区財政の現状 

① 歳出総額と一般財源の推移 

歳出総額と区が自由に使途を決めることができる一般財源（歳入）のギャップは

令和６年度当初予算で1,500億円を超えており、行政ニーズの多様化などにより、歳

出総額と基幹財源等のギャップは年々上昇傾向にあります。 

歳出においては、少子高齢化に伴う扶助費や特別会計繰出金といった社会保障関

係経費、学校・公共施設など区有施設の維持更新や都市インフラの強靱化に向けた

投資的経費などが増加傾向にあります。 

歳入においては、ふるさと納税など国による不合理な税制改正の影響を大きく受

けることや景気変動に左右されやすい不安定な歳入構造であることに十分留意し、

区政が直面する課題の着実な解決と財政の健全性を両立し、持続可能な行財政運営

を進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【年度】 

【年度】 

資料：所管課実績を基に作成 
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② 経常収支比率の推移 

令和元年度以降、歳出構造の見直し・再構築により、経常収支比率は改善してい

ますが、経常経費に充当する一般財源等は増加傾向にあります。 

近年の改善は、基幹財源等（歳入経常一般財源等）の増収の寄与が大きいことに

留意が必要であり、減収局面を迎えた際、経常収支比率の急激な悪化を防ぐために

は経常経費の抑制が必要な状況です。また、大田区は特別区平均と比較した場合、

相対的に高い水準にあることにも留意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 公債費負担比率の推移 

公債費が一般財源の自由度をどれだけ制約しているかを示す指標である公債費負

担比率は、特別区債の発行抑制や償還を進めたことで減少傾向にあります。 

今後、公共施設等の老朽化に伴う投資的経費はより一層高水準で推移することが

見込まれます。急激な公債費負担の増とならないよう、特別区債を戦略的に活用す

る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

  

【年度】 

資料：所管課実績を基に作成 

資料：所管課実績を基に作成 
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④ 基金残高の推移 

区はこれまで、リーマンショックや新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済活

動の停滞等による一般財源の減収局面においても、基金を適切に活用することで、

安定的・継続的に行政サービスを提供してきました。 

今後も、一般財源の減収や将来の財政需要に備えるため、計画的に基金残高を確

保する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 特別区債残高の推移 

区は、特別区債の発行抑制や償還を進めたことで、令和５年度末残高は152億円 

と、ピーク時の残高と比較して約９割減少しています。 

今後も将来負担を考慮しつつ、これまで培ってきた発行余力を活かし、計画的か

つ戦略的に特別区債を活用する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【年度】 

【年度】 

資料：所管課実績を基に作成 

 

資料：所管課実績を基に作成 
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ウ 財政見通し 

（ア）財政見通し 

 

 

 

 

 

  

計画期間における具体的な財政フレームは、 

前述の基本的な考え方に基づき、現在精査を行っています。 
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（イ）財政指標目標値 

質の高い区民サービスの提供を維持し、自然災害や新たな感染症の蔓延などの予

期せぬ財政需要への機動的な対応や、未来への投資を着実に推進するためには、財

政の持続可能性を確保することが不可欠です。 

そのため、区は以下の財政指標の目標値を定め、絶えず施策の新陳代謝に取り組

み、経常収支比率の適正水準を維持するとともに、計画的な基金残高の確保や特別

区債の戦略的な活用など、財政対応力の堅持に向けた努力と工夫を行い、将来にわ

たり強靱な財政基盤を構築します。 

 

① 経常収支比率 

財政構造の弾力性を示す指標である経常収支比率は、令和５年度は78.6%となり

ました。 

今後、社会保障関係経費や公債費等の義務的経費が増加する見込みではあります

が、政策的経費に財源を配分する必要があること等から、80％台を目標とします。 

 

② 財政基金残高 

年度間の財源不足を調整する財政基金の令和５年度末残高は約490億円と、標準

財政規模の26％以上の残高を確保しています。 

今後も、一般財源の減収や将来の財政需要に備えるため、300～400億円程度（標

準財政規模の20％程度）を確保することを目標とし、計画的に基金残高を確保して

いきます。 

 

③ 公債費負担比率 

公債費が一般財源の自由度をどれだけ制約しているかを示す指標である公債費負

担比率は令和５年度0.8％となり、特別区債の発行抑制や償還を進めたことで発行余

力を蓄えてきました。 

今後、公債費負担が急激に増加することがないよう、投資的経費の財源として特

別区債を戦略的に活用する必要があり、３～５％程度に収めることを目標とし、中

長期的な視点に立ち、公共施設等の機能更新を計画的に進めていきます。 
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（７）職員数見通し 

ア 職員定数基本計画等に基づく職員定数の縮減と執行体制の強化 

職員数については「大田区職員定数条例」により職員定数を定め、これを上限とし

て定数管理を行っています。適正な職員定数を維持するために、これまで職員定数基

本計画等に基づき、業務の見直しと職員定数の縮減に努めてきました。 

一方で、職員定数を縮減するだけではなく、こどもまんなか社会の推進や重層的支

援体制整備事業の推進、新型コロナウイルス感染症対応、水防体制の強化など新たに

発生する幅広い行政需要に対応するため、執行体制の強化にも努めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 職員数の現状と今後の動向 

近年、少子高齢化の進行に伴う労働力人口の動向や民間企業における魅力ある職場

づくりなどを背景に、必要な職員数の確保が困難となっています。加えて、定年退職

を迎える職員は高水準で推移するとともに、普通・勧奨退職をする職員も増加してい

ます。 

また、職員の年齢構成や働き方の変化に伴う育児休業取得者の増加や高度化・複雑

化する行政需要の変化などによる病気休職者の増加も見られ、今後も同水準で推移す

ることが想定されます。 

 

  

計画名等 期  間 
職員定数の 

縮減実績 

職員定数の

増加実績 
備  考 

平成６年４月１日現在の職員定数 6,264人  

事務事業等適正化計画 

おおた改革推進プラン 21 

平成７～15

年度 
△1,055 人 419人 

職員定数増加は平成 12 年度

の清掃事務移管に伴うも

の。 

大田区職員定数基本計画 
平成 16 ～

22 年度 
△1,076 人   

大田区職員定数基本計画 
平成 23 ～

25 年度 
△248 人   

大田区職員定数基本計画 
平成 26 ～

28 年度 
△169 人  

フルタイム再任用職員の任

用開始（平成 26年度～）。 

大田区職員定数基本計画 
平成 29～ 

令和 3 年度 
±０人 

 

大田区職員定数基本計画 
令和４～ 

６年度 

定年年齢の引上げ（令和５

年度～）。 

職 員 定 数 増 減 合 計 △2,548人 419人  

令和６年４月１日現在の職員定数 4,135人  
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ウ 職員数と配分定数の推計 

これまでは業務の見直しに加えて、保育園の民営化や技能系職種の退職不補充など

を進めたことにより、業務量とともに職員数は減少してきました。しかしながら、民

間委託などを一定程度推進してきたことから、今後はこれまで以上に業務量を削減す

ることは困難となります。加えて、時代の変化とともに生まれる新たな行政需要に対

応するため、業務量の増加は引き続き見込まれます。 

一方で、実際に働く職員数については近年の動向を踏まえると減少していくことが

見込まれます。 

 

 
資料：所管課実績を基に作成 

 

今後の推計を踏まえると、これまでのように新たな行政需要に対応するため、職員

数を増やし続けることは困難であり、より一層効率的な組織運営を行うことが不可欠

となります。引き続き、大田区職員定数基本計画に基づき、適正な定数管理を行って

いきます。 

 

  

【年度】 

（人） 
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（８）公共施設マネジメント 

ア 区の公共施設等を取り巻く現状 

区では、高度経済成長期の急激な人口増加に伴い、昭和 30 年代から 50 年代を中心に、

多くの公共施設等（公共施設・インフラ施設）の整備を進めてきました。 

現在、区が保有する公共施設を施設分類別にみると、学校教育系施設の延床面積が最

も多く、公共施設全体の 50.1％を占めています。 

また、延床面積の約半数が築 40 年以上を経過しており、今後、これらの公共施設等が、

一斉に更新時期を迎えることになります。 

 

【築年別公共施設整備状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用途名 延床面積 構成比 用途名 延床面積 構成比 

学校教育系施設 
(小学校・中学校等) 

614,633㎡ 50.1% 
その他 
(防火倉庫、自転車駐車場等) 

56,491㎡ 4.6% 

区民文化系施設 

(区民センター・文化センター等) 
116,289㎡ 9.5% 

スポーツ・レクリエーション系施設 
(総合体育館、スポーツセンター等) 

41,659㎡ 3.4% 

公営住宅等 
(区営住宅・区民住宅等) 

104,406㎡ 8.5% 
産業系施設 
(工場アパート、産学連携施設等) 

28,289㎡ 2.3% 

行政系施設 
(本庁舎、特別出張所等) 90,450㎡ 7.4% 

社会教育系施設 
(図書館、郷土博物館等) 

25,778㎡ 2.1% 

保健・福祉施設 
(老人いこいの家、福祉園等) 

80,266㎡ 6.5% 

合計 1,227,251㎡ 100.0% 
子育て支援施設 
(保育園、児童館等) 68,990 ㎡ 5.6% 

資料：大田区公共施設等総合管理計画を基に作成 
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【公共施設分類別保有状況】 

 

    
資料：大田区公共施設等総合管理計画を基に作成 

 

 

 

【築年別整備状況】       【築 40年以上の施設種別割合】 

 

 
 

資料：大田区公共施設等総合管理計画を基に作成 
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また、今後も、学校の必要諸室の確保や施設のバリアフリー化等により、延床面積の

増加が予測され、施設の維持管理費や更新費用の大幅な増加が見込まれます。 

 

【公共施設等の整備費試算（40年間）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：大田区公共施設改築・改修等中期プランを基に作成 
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イ 「大田区公共施設等総合管理計画」等に基づく公共施設マネジメントの推進 

こうした状況を踏まえ、中長期的な視点を持って、公共施設等の計画的な維持・更新、

長寿命化による財政負担の軽減、平準化を図るなど、総括的な管理を行うため、「大田区

公共施設等総合管理計画」（平成 29年３月策定、令和４年３月改訂）（以下「総合管理計

画」という。）を策定しました。 

また、総合管理計画に基づき、計画的な維持管理・更新等の具体の対応方針を定めた

「個別ごとの長寿命化計画」を策定し、効果的・効率的な施設整備やライフサイクルコ

ストの削減に努めています。 

 

【大田区公共施設等総合管理計画の体系図】 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

※「長寿命化計画」「個別施設計画」ともに、総合管理計画に基づく「個別ごとの長寿命化計画」です。 

 

ウ 持続可能な公共施設マネジメントの推進 

これまで、総合管理計画等に基づき、公共施設等の維持・更新、長寿命化、既存施

設の有効活用、機能向上を目的とした複合化・多機能化等を進めてきました。 

今後も、社会経済情勢等の変化や社会的要請への対応により、公共施設の延床面積

の増加が予測されます。 

引き続き、総合管理計画で掲げたとおり、公共施設の延床面積を、平成 27 年（2015

年）と比べて令和 42 年（2060 年）までに、おおむね１割程度総量削減することを目

標として、長期的な視点に立った持続可能な公共施設マネジメントを推進します。 

 

大田区公共施設等総合管理計画 

（令和４年度～令和 23 年度（2041 年度）） 

令和４年３月改訂 

大田区営住宅等 

長寿命化計画 

（平成 30 年３月） 

個別施設計画 

橋梁長寿命化 

修繕計画 

（令和２年３月） 

大田区公共施設 

個別施設計画 

（令和３年３月） 

大田区学校施設 

個別施設計画 

（令和６年６月） 
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（９）公民連携の取組 

ア 公民連携とは 

行政と民間企業等が協働で、それぞれの強みを活かした公共サービスの提供などを行

うことをいいます。複雑化・多様化する社会課題やＳＤＧｓの目標達成のために、公と

民のそれぞれが持つ強みを活かし、未来を切り拓いていく手法です。 

 

強みを掛けあわせ、大田区をフィールドに新たな価値を生み出す 

 

イ 大田区公民連携基本指針 

区が行う公民連携に通じる基本的な考え方を示したものであり、区と連携パートナー

となる民間企業等とが共有する羅針盤としての役割を果たします。近年の民間企業等の

社会課題の解決に向けた連携機運の高まりを踏まえ、区と民間企業等との連携について、

より具体的に定め、各種団体や学術機関等を含む地域の様々な主体による連携・協働を

一層推進し、地域力の更なる強化をめざすものです。 
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ウ 大田区公民連携ＳＤＧｓプラットフォーム 

大田区では、様々な業種や分野のステークホルダーとパートナーシップを深め、公民

連携の取組を活性化させていくための意見交換を行う場として、「大田区公民連携ＳＤＧ

ｓプラットフォーム」を設置しています。民間企業等と行政が抱える地域課題とのマッ

チングや民間企業同士をつなぐハブ役を担うなど、大田区をフィールドに地域課題の解

決に向けた取組を活発化させていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 大田区公民連携デスク 

大田区公民連携デスクは、区内における公民連携の旗振り役として、民間企業等から

の提案や相談を一元的に受け付ける窓口です。民間企業等の提案と庁内事業部局をマッ

チングし、双方の強みが十分に発揮され区民・民間企業等・行政の「三方良し」が実現

する取組のストーリーを、ともに考え、伴走する役目を担います。 
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（10）ＳＤＧｓの推進 

ア ＳＤＧｓとは  

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）（持続可能な開発目標）とは、平成 27年

（2015 年）９月に開催された国連サミットにおいて採択された「2030 アジェンダ」の

中核となる、令和 12年（2030年）までに達成すべき国際目標です。 

ＳＤＧｓは、先進国を含む国際社会共通の目標として、持続可能な世界を実現するた

めの包括的な 17 の目標・169 のターゲットで構成されており、各国政府は「誰一人取り

残さない」社会の実現をめざし、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に、統合的に取

り組むこととしています。 

また、ＳＤＧｓは、その達成に向けて政府や民間セクター等のあらゆるステークホル

ダー（利害関係者）が役割を担って取り組むこととされており、地方自治体もその一主

体として重要な役割を果たすものとして期待されています。 

 

イ 大田区におけるＳＤＧｓの推進 

区は令和４年３月に策定した「大田区におけるＳＤＧｓ推進のための基本方針」の下、

ＳＤＧｓに関する区職員や区民、事業者等の理解促進を図るとともに、各種計画等へＳ

ＤＧｓを反映し、多様な主体と連携しながら、目標達成に向けた様々な取組を推進して

います。 

また、令和４年４月には、大田区ＳＤＧｓ推進会議を設置し、区の現状や課題の整理、

令和 12 年（2030 年）にめざすべき姿、優先的にめざすべきゴール・ターゲットの検討、

重点施策の方向性などについて、有識者を交え議論を重ねました。 

そして、令和５年５月、区はＳＤＧｓの達成に向けて優れた取組を提案する都市とし

て、内閣府から「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されるとともに、その中でも特に優れた先

導的な取組を行う「自治体ＳＤＧｓモデル事業」にも選定され、いわゆるダブル選定都

市となりました。 

 

  

【大田区オリジナルＳＤＧｓロゴマーク】 
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２ 踏まえるべき社会動向 

（１）こども・若者を取り巻く状況 

日本の総人口に対する年少人口（0～14歳人口）の割合は年々低下しており、少子化

が進行しています。日本の総人口に対する年少人口の割合は、令和５年時点で 11.4％で

すが、令和 22年（2040年）には 10.1％になると推計されています（国立社会保障・人

口問題研究所）。 

新型コロナウイルス感染症の拡大は、外出・接触制限による活動機会の喪失、黙食・

オンライン授業等によるコミュニケーションの減少、保護者のテレワーク増加による家

庭生活の変化など、こども・若者の生活に大きな影響を及ぼしました。 

こども・若者の現状に係る調査結果によると、令和４年度児童虐待相談対応件数は

214,843件（厚生労働省「福祉行政報告例（児童福祉関係の一部）の概況」）、令和４年度

小・中学校における不登校児童生徒数は 299,048人（文部科学省「児童生徒の問題行

動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」）となり、いずれも過去最多を更新しま

した。 

また、相対的に貧困の状態にあるこどもの割合は、令和３年時点で 11.5％となってお

り、特に、ひとり親世帯の貧困率は 44.5％と高くなっています（厚生労働省「国民生活

基礎調査」）。さらに、ＳＮＳに起因する犯罪の被害に遭ったこどもの数は、令和５年時

点で 1,665人となっており、近年高い水準で推移しています（警察庁「少年非行及び子

供の性被害の状況」）。  

このような状況の中、令和５年４月１日に、すべてのこどもが、将来にわたって幸福

な生活を送ることができる社会の実現をめざし、年齢によって必要な支援が途切れない

ようこども政策を総合的に推進する、こども基本法が施行されました。また、国は、常

にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を我が国社会の真ん中

に据える「こどもまんなか社会」の実現に向け、こども政策を強力に進めるための司令

塔となる行政組織としてこども家庭庁を設置しました。 

こどもや若者を権利の主体として認識し、当事者の視点で、取り巻く環境を視野に入

れ、権利を保障し、誰一人取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押しすることが重

要であるとともに、こどもを産み、育てたいと考えるその誰もが希望を叶えられるよう、

若い世代が将来の展望を描ける環境の整備が求められています。 

 

（２）高齢者を取り巻く状況 

日本は欧米諸国に比べ、圧倒的な速さで高齢化が進行しています。令和７年には、団

塊の世代（昭和 22～24年に生まれた世代）すべてが 75歳以上の後期高齢者となり、医

療や介護の需要や、認知症高齢者の増加が懸念されています。また、令和 22年（2040
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年）には、団塊ジュニア世代（昭和 46～49年に生まれた世代）すべてが 65歳以上とな

り、日本の総人口に占める高齢者人口（65歳以上人口）の割合は約 35％になると推計さ

れています（国立社会保障・人口問題研究所）。 

さらに、高齢者人口に占めるひとり暮らしの人の割合も、一貫して増加することが見

込まれています。令和 22年（2040年）には男性 24.2％、女性 28.3％になると推計され

ており（国立社会保障・人口問題研究所）、住まいや、地域での暮らしに課題を抱える高

齢者の一層の増加も懸念されます。介護職員の必要数は今後も増加していきますが、こ

れに対し、人手不足を感じる事業所が増えてきており、人材確保のための取組が求めら

れています。 

こうした状況の中で、住み慣れた地域で安心して暮らせるまちが実現できるよう、住

まい・医療・介護・介護予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムに

関する取組が重要です。地域包括ケアシステムは、地域の自主性や主体性に基づき、地

域の特性に応じて深化・推進していくことが求められています。分野を越えて関係機関

や事業者等と連携しながら推進していくことが必要となっており、地域共生社会の実現

に向けた動きが進んでいます。 

 

（３）多様性を尊重する社会の推進 

平成 26年に、障がい者の人権や基本的自由の享有を確保し、障がい者の固有の尊厳の

尊重を促進するため、障がい者の権利に関する条約が発効しました。この条約締結を受

け、障がい者の権利の実現に向けた取組が一層強化されました。例えば、令和３年の障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の改正により、令和６年４月１日から、

事業者による障がい者への合理的配慮の提供が義務化されています。この他にも、障が

い者の法定雇用率が段階的に引き上げられていることから、希望する就労へ結びつくた

めの支援がより求められています。 

また、年齢や障がいの有無だけではなく、人種や国籍、性別、宗教、価値観等にかか

わらず、人々の多様性が尊重される社会の実現が求められています。しかし、例えば性

別による役割や思い込みを少しでも感じている人の割合が７割を超える（内閣府「令和

４年度 性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）に関する調査結果」）

など、多様性を受容する環境が必ずしも十分であるとは言えません。この他、令和６年

６月末の在留外国人数は 359万人近くとなり過去最高を更新するなど、日本全体の外国

人住民及びその割合も増加していくことが見込まれています。これらを踏まえ、家庭や

職場、地域社会における男女共同参画、多文化共生の推進をはじめとする、多様性への

理解促進の取組を進めることが重要です。 
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（４）地域コミュニティの変化 

コロナ禍によって加速したライフスタイルの多様化やデジタル化の進展など、様々な

要因が重なり、地域コミュニティの希薄化が進んでいます。それに伴い、自治会・町会

の加入率の低下や加入者の高齢化、地域活動の担い手不足等の課題が生じています。地

域課題の解決には、区民一人ひとりの力を源として魅力ある地域を創造していく「地域

力」が不可欠であり、多様な主体の連携・協働などによる、地域コミュニティ活性化に

向けた対応が求められています。 

 

（５）人生 100年時代の到来 

日本の健康寿命は世界有数であり、今後の更なる健康寿命の延伸も期待され、「人生

100年時代」が到来すると言われています。人生 100年時代には、すべての国民に活躍

の場があり、元気に活躍し続けられる社会、安心して暮らすことのできる社会をつくる

必要があります。 

近年では、心身が健康であることだけでなく、社会的な面も含め満たされた状態であ

るウェルビーイングについても注目が高まっています。ウェルビーイングの向上は、健

康状態だけでなく、社会とのつながり、スポーツ・文化・学びを通じた生活の楽しさ・

生きがい等、様々な要因が絡みあうため、「健康」をより広い概念として捉えた取組が必

要です。 

 

（６）地域共生社会の実現に向けた動き 

上記（１）～（５）のように、現在の日本では、人口減少、少子高齢化、単身世帯の

増加、地域社会のつながりの希薄化等を背景に、個人を取り巻く生活課題は複雑かつ多

様なものとなっています。例えば、8050問題、生活困窮者の増加、社会的孤立、ひきこ

もり・ヤングケアラーへの支援などの課題が挙げられます。 

また、複雑化・複合化する地域住民の支援ニーズに対応するため、包括的な支援体制

が求められています。支援ニーズを有する地域住民を中心とし、制度・分野の縦割りを

越えて、地域全体に開かれた形で連携する支援体制の重要度が増しています。 

こうした中、平成 29年５月に改正された社会福祉法では、すべての人々が地域、暮ら

し、生きがいをともに創り、高めあうことができる「地域共生社会」の実現に向けた体

制整備等が自治体に求められることとなりました。こうした考え方を具現化するため、

令和２年６月の社会福祉法の改正により、属性を問わない「包括的相談支援」、多様な社

会参加に向けた「参加支援」及び「地域づくり支援」の３つの支援を一体的に実施する

重層的支援体制整備事業が創設されています。 

多様な人々がともに助けあいながら、すべての人が自分らしく生きがいを持って心豊
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かに暮らすことができる地域共生社会を、地域全体で実現するための取組を推進してい

く必要があります。 

 

（７）産業経済を取り巻く状況 

欧米をはじめとした諸外国同様、日本経済においても新型コロナウイルス感染症の流

行による打撃から回復傾向にあります。 

しかし、世界情勢の不確実性の高まりに起因した原材料・エネルギー価格の高騰やサ

プライチェーンの再構築など、経済を取り巻く環境は刻一刻と大きく変化しており、少

子高齢化に伴う影響と併せ、個々の企業等が抱えるビジネス環境は厳しいものとなって

います。 

一方で、コロナ禍においてデジタル化や国内回帰等の機運が高まり、これが企業の生

産性向上に向けた取組を後押しし、新たな付加価値・ビジネスが創出される機会が生ま

れています。また、商業・観光産業の側面においては、日本へのインバウンドが大幅に

回復したことに加え、日本人の旅行・観光消費も顕著に伸びており、更なる増加が期待

されます。 

こうした状況を踏まえ、産業の活性化を通じ、雇用やにぎわいを創出すべく、産業経

済の更なる成長を後押ししていくことが求められています。 

 

（８）自然環境の変化 

地球温暖化による気候変動や自然災害リスクの増大、化学物質やマイクロプラスチッ

ク等による水・大気・土壌等の環境汚染や生態系破壊など環境問題は今や危機的状況に

なっています。 

こうした状況の中、国は令和２年 10月に、2050年脱炭素社会の実現を目標として掲

げ、令和３年４月には、令和 12年度（2030年度）において温室効果ガスを平成 25年度

比で 46％削減をめざすこと及び 50％の高みに向け挑戦を続けていくことを表明しました。

令和５年３月には「生物多様性国家戦略 2023-2030」を策定し、令和 12年（2030年）

までの「ネイチャーポジティブ（自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止

め、反転させること）」の実現を掲げました。  

また、東京都は、令和 12年度（2030年度）までに、温室効果ガス排出量を平成 12年

度比で 50％削減することを目標に、再生可能エネルギー利用の標準化や水素エネルギー

の普及拡大等、エネルギーの脱炭素化を進めるほか、自然分野や都市環境分野等、各分

野の環境問題を包括的に解決することによって、「未来を拓くグリーンでレジリエントな

世界都市・東京」をめざしています。  

持続可能な社会を実現するためには、エネルギーの脱炭素化を進め、ごみの減量や資



45 

 

源循環に取り組むとともに、自然共生社会の実現に向け、生物の生息空間を守り、地域

の魅力を高める自然環境を次世代に引き継いでいくことが重要です。 

地域社会のすべての主体が、環境への理解と関心を深め、主体的に環境に配慮した行

動に取り組んでいくことが求められています。 

 

（９）大規模自然災害の発生 

令和６年能登半島地震、平成 28年熊本地震、平成 23年東日本大震災など、日本各地

で大規模な地震が発生し、甚大な被害が生じており、今後も、首都直下地震や南海トラ

フ地震等の巨大地震の発生が懸念されています。東京都が令和４年に公表した首都直下

地震の被害想定では、冬の夕方に都心南部直下地震が発生した場合、区内の死者数 726

人、負傷者数 7,815人と算出され、大田区では避難所避難者数を 208,667人と想定して

います。 

また、地球温暖化などに伴う気候変動により、区の平均気温は平成 20年の 16.2℃から

令和４年の 16.9℃へと上昇し、１時間の降水量が 50mmを超えるような豪雨の発生件数

も増加傾向にあります。令和元年東日本台風や西日本で発生した平成 30 年 7 月豪雨では、

記録的な降雨の影響により、日本各地で甚大な被害をもたらしました。 

大規模な地震や風水害などの自然災害や、新たな感染症の蔓延などのリスクへも対応

するため、強靱かつ迅速な復興が可能となる都市インフラやオープンスペースの整備、

地域防災力の向上などが求められています。 

 

（10）都市づくりの動向 

東京都は、令和３年４月に「臨海副都心」と「中央防波堤エリア」を舞台として、50

年・100年先の未来の都市像を描いた「東京ベイｅＳＧプロジェクト」を策定し、ゼロ

エミッションの実現や、水とみどりあふれる都市づくりなどを推進しています。 

大田区に近接する品川・田町周辺では、高輪ゲートウェイ駅直結の大規模開発をはじ

め、令和 16年（2034年）以降のリニア中央新幹線の品川ターミナル駅開業を契機とし

て、品川駅周辺における広域拠点性の更なる向上が進むと考えられます。また、羽田空

港アクセス線のうち、「東山手ルート」及び「アクセス新線」については、令和 13年度

の開業をめざし、令和５年６月から本格的な工事が始まりました。川崎市では、新産業

創出をめざす「殿町国際戦略拠点」が形成されるとともに、令和４年３月の多摩川スカ

イブリッジの開通により、羽田空港周辺地域及び京浜臨海部の連携が強化され、多摩川

両岸の国際競争力の強化及び成長戦略拠点の形成が期待されます。 

大田区は、これらの広域的な都市機能立地や広域交通ネットワーク形成の要の位置に

あることから、周辺区市とともに更なる活力向上を図っていく必要があります。 
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（11）デジタル技術の進展 

国は、デジタル社会形成の司令塔として、未来志向のＤＸを大胆に推進し、デジタル

時代の官民のインフラを一挙につくり上げることをめざして、令和３年９月にデジタル

庁を発足しました。以降、日々進展するデジタル技術の活用に向け、様々な取組を進め

ています。 

国内におけるデジタル技術の進展はめざましく、特にＡＩ（人工知能）や仮想空間

（メタバース）は各分野において実用化が進んでいます。 

ＡＩについては、ＡＩ技術を発展させた「生成ＡＩ」が急速に普及し、業務の効率化

や住民サービスの向上などに寄与することが見込まれます。モビリティ分野においても

ＡＩをはじめとしたデジタル技術が活用されており、令和５年４月の道路交通法の一部

改正により、特定条件下での完全自動運転、いわゆるレベル４での稼働が可能となりま

した。 

仮想空間については、仮想空間上で購入した商品が後日自宅に届くサービスが試験的

に実施されています。また、ビジネスの世界でも仮想的なワークスペースとして利用さ

れるなど、様々なシーンでの活用が期待されています。 

ただし、ＡＩや仮想空間の技術の進展とともに、プライバシーの保護や倫理的な課題

が浮上しているため、このような技術の利用に伴うデータ管理やセキュリティ対策を強

化していく必要があります。 

こうしたデジタル技術の動向を的確に捉えながら、更なる活用を進めるとともに、急

速なデジタル社会の進展に当たり、誰一人取り残されることのないよう、デジタルデバ

イド解消などの支援を併せて行っていくことも求められています。 

 

 

 

 

  


